
◆
ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
助
成
制
度

対 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
18
歳
ま
で

の
児
童
お
よ
び
そ
の
児
童
を
養
育
し
て

い
る
父
・
母
・
養
育
者

　

①
父
母
が
離
婚
し
た
児
童
②
父
・
母
が

死
亡
し
た
児
童
③
父
・
母
が
一
定
の
障
が

い
を
お
持
ち
の
児
童
④
そ
の
他
の
理
由
で

父
・
母
が
い
な
い
児
童
な
ど

対 

象
と
な
る
医
療
費　

保
険
診
療
分
の
自

己
負
担
金
（
高
額
療
養
費
や
付
加
給
付

お
知ら
せ

ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
助
成
制
度
・

児
童
扶
養
手
当
・
特
別
児
童
扶
養
手
当

夜 間…  12月３日㈪・28日㈮
１月４日㈮午後５時～８時

休日… 12月16日㈰
午前８時30分～午後５時

市 税の内訳　市・県民税、固定資
産税・都市計画税、軽自動車税、
事業所税など

◎電話による納税相談も受け付け
ます。
市役所２階収税課☎２９９８-９０７３

１月４日㈮は
◆固定資産税・都市計画税（第３期）
◆国民健康保険税（第６期）

の納期限です
▶納期内納付にご協力ください。
▶ ゆうちょ銀行・郵便局（納期内に
限る）、コンビニエンス・ストアで
も納付できます。

市税の夜間・休日納税窓口 12月１日㈯、22日㈯
午前８時30分
～午後０時30分

開庁する窓口
◆市役所１階市民課☎２９９８‒９０８７
◆市役所１階国保年金課
　▶☎２９９８‒９１３１（国民健康保険担当）
　▶☎２９９８‒９０９５（国民年金担当）
◎受け付けできる業務は限定されますので、事前
にお問い合わせのうえご来庁ください。

12月の
休日開庁

金
を
除
く
）

◎
児
童
が
18
歳
に
な
っ
た
年
の
年
度
末
ま

で
が
対
象
で
す
。

◆
児
童
扶
養
手
当

対 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
18
歳
ま
で

の
児
童
を
養
育
し
て
い
る
父
・
母
・
養

育
者

　

①
父
母
が
離
婚
し
た
児
童
②
父
・
母
が

死
亡
し
た
児
童
③
父
・
母
が
一
定
の
障
が

い
を
お
持
ち
の
児
童
④
そ
の
他
の
理
由
で

父
・
母
が
い
な
い
児
童
な
ど

◎
児
童
が
18
歳
に
な
っ
た
年
の
年
度
末
ま

で
が
対
象
で
す
。
ま
た
、
申
請
者
ま
た
は

児
童
が
公
的
年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

る
場
合
は
支
給
対
象
外
で
す
。

手 

当
月
額　

▼
児
童
１
人
の
場
合
…
４
１
、

４
３
０
円
（
全
部
支
給
）
ま
た
は
４
１
、

４
２
０
円
〜
９
、
７
８
０
円
（
一
部
支

給
）
▼
児
童
２
人
の
場
合
…
５
、
０
０

０
円
を
加
算
▼
児
童
３
人
以
上
の
場
合

…
１
人
に
つ
き
３
、
０
０
０
円
を
加
算

◆
特
別
児
童
扶
養
手
当

対 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
20
歳
未
満

の
児
童
を
養
育
し
て
い
る
父
・
母
・
養

育
者

　

①
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
〜
３
級
、
４

級
の
一
部
、
重
度
の
内
部
的
疾
患
を
お
持

ち
の
方
②
療
育
手
帳
Ⓐ
、
Ａ
、
Ｂ
を
お
持

ち
の
方
③
精
神
疾
患
、
血
液
疾
患
な
ど
で

①
ま
た
は
②
と
同
程
度
の
障
が
い
を
お
持

ち
の
方

◎
児
童
が
公
的
年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
る
場
合
は
対
象
外
で
す
。

手 

当
月
額　

▼
特
別
児
童
扶
養
手
当
１
級

…
５
０
、
４
０
０
円
▼
特
別
児
童
扶
養

手
当
２
級
…
３
３
、
５
７
０
円

【
共
通
留
意
事
項
】

▼
い
ず
れ
の
制
度
も
申
請
が
必
要
で
す
。

▼ 

申
請
者
や
そ
の
配
偶
者
、
生
計
を
同
じ

く
す
る
扶
養
義
務
者
な
ど
の
所
得
制
限

が
あ
り
ま
す
。

▼ 

児
童
が
児
童
福
祉
施
設
（
母
子
生
活
支

援
施
設
・
通
園
施
設
な
ど
を
除
く
）
な

ど
に
入
所
中
の
場
合
は
対
象
外
で
す
。

申 

問
こ
ど
も
支
援
課

　

☎
２
９
９
８
‐
９
１
２
４
へ
直
接

対 

平
成
25
年
４
月
に
中
学
校
へ
入
学
予
定

の
児
童
を
養
育
し
て
い
る
市
民
税
非
課

税
世
帯
の
方
（
生
活
保
護
受
給
世
帯
を

除
く
）
で
▼
母
子
家
庭
の
母
▼
父
子
家

庭
の
父
▼
父
母
が
い
な
い
児
童
を
養
育

し
て
い
る
方

支
給
額　

児
童
１
人
に
つ
き
１
万
円

申 

問
12
月
28
日
㈮
ま
で
に
、
〒
359
‐
8501
市

役
所
２
階
こ
ど
も
支
援
課
☎
２
９
９
８

‐
９
１
２
４
で
配
布
の
申
請
書
を
同
課

へ
直
接
・
郵
送

　

平
成
24
年
９
月
１
日
か

ら
導
入
さ
れ
た
単
独
の
不

活
化
ポ
リ
オ
ワ
ク
チ
ン
の

追
加
接
種
（
４
回
目
接

種
）
が
、
10
月
23
日
か
ら
定
期
接
種
（
公

費
負
担
）
に
導
入
さ
れ
ま
し
た
。

接
種
場
所　

市
内
協
力
医
療
機
関

◎
詳
細
は
、
市
HP

（
「
不
活
化
ポ
リ
オ
ワ

ク
チ
ン
」
で
検
索
）
を
ご
覧
に
な
る
か
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
保
健
セ
ン
タ
ー
母
子
保
健
課

　

☎
２
９
９
１
‐
１
８
１
１

　

対
象
者
に
は
、
４
月
に
予
診
票
を
郵
送

し
て
い
ま
す
。
平
成
25
年
３
月
31
日
㈰
ま

で
に
接
種
し
な
い
と
費
用
は
自
己
負
担
に

な
り
ま
す
。

対 

▼
第
２
期
…
平
成
18
年
４
月
２
日
〜
19

年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
方
（
幼
稚
園
・

保
育
園
の
年
長
児
に
相
当
）
▼
第
３
期

ひ
と
り
親
家
庭
児
童
就
学
支
度
金

支
給
制
度
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

不
活
化
ポ
リ
オ
ワ
ク
チ
ン
の
追
加
接
種

が
定
期
接
種
（
公
費
負
担
）
に
導
入

平
成
24
年
度
麻
し
ん
風
し
ん
（
Ｍ
Ｒ
）

混
合
予
防
接
種
は
お
済
み
で
す
か

…
平
成
11
年
４
月
２
日
〜
12
年
４
月
１

日
生
ま
れ
の
方
（
中
学
１
年
生
に
相

当
）
▼
第
４
期
…
平
成
６
年
４
月
２
日

〜
７
年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
方
（
高
校

３
年
生
に
相
当
）

接
種
期
限　

平
成
25
年
３
月
31
日
㈰

問
保
健
セ
ン
タ
ー
母
子
保
健
課

　

☎
２
９
９
１
‐
１
８
１
１

　

輸
血
用
血
液
は
毎
日

大
量
に
必
要
で
す
。

受 

付
時
間　

午
前
10
時

〜
午
後
１
時
、
午
後

２
時
〜
５
時
30
分

◎
成
分
献
血
は
午
後
４
時
30
分
ま
で
で
す
。

場 

問
所
沢
プ
ロ
ペ
通
り
献
血
ル
ー
ム
（
日

吉
町
10
‐
19
／
所
沢
駅
西
口
か
ら
徒
歩

２
分
）
7
０
１
２
０
‐
０
４
２
‐
９
２
７

　

日
本
年
金
機
構
か
ら
、
国
民
年
金
保
険

料
を
納
め
た
方
に
控
除
証
明
書
を
郵
送
し

ま
す
。
年
末
調
整
や
確
定
申
告
の
際
に
必

要
で
す
。
大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

郵 

送
時
期　

▼
平
成
24
年
１
月
１
日
〜
24

年
９
月
30
日
納
付
分
…
郵
送
済
み
▼
平

成
24
年
10
月
1
日
〜
24
年
12
月
31
日
納

付
分
…
２
月
上
旬

問 

控
除
証
明
書
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
☎
０
５
７

０
‐
０
７
０
‐
１
１
７
（
Ｉ
Ｐ
電
話
か

ら
は
☎
０
３
‐
６
７
０
０
‐
１
１
３

０
）
／
開
設
期
限
…
平
成
25
年
３
月
15

日
㈮

　

平
成
24
年
８
月
京
都
府
南
部
豪
雨
災
害

義
援
金
箱
に
４
、
６
８
９
円
の
浄
財
が
寄

せ
ら
れ
、
お
預
か
り
し
た
義
援
金
は
日
本

赤
十
字
社
に
送
金
し
ま
し
た
。
皆
さ
ん
の

ご
厚
情
に
深
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。　

問
福
祉
総
務
課
☎
２
９
９
８
‐
９
１
１
３

　

埼
玉
県
最
低
賃
金
が
10
月
１
日
か
ら
時

間
額
７
７
１
円
に
改
定
さ
れ
ま
し
た
。
な

お
、
特
定
の
産
業
に
つ
い
て
は
別
途
特
定

献
血
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す

社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保
険
料
）

「
控
除
証
明
書
」
を
送
付

義
援
金
へ
の
ご
協
力

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

埼
玉
県
最
低
賃
金
の
改
定
の
お
知
ら
せ

（
産
業
別
）
最
低
賃
金
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

問 

▼
労
働
者
…
埼
玉
労
働
局
賃
金
室
☎
０

４
８
‐
６
０
０
‐
６
２
０
５
、
所
沢
労

働
基
準
監
督
署
☎
２
９
９
５
‐
２
５
８

２
▼
事
業
主
…
埼
玉
県
最
低
賃
金
総
合

相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
☎
０
４
８
‐
６
４

１
‐
３
６
１
３

◎
事
業
主
の
方
は
改
定
に
伴
う
相
談
も
受

け
付
け
て
い
ま
す
。

　

公
平
な
立
場
で
労
働
者
や
労
働
組
合
と

会
社
と
の
ト
ラ
ブ
ル
解
決
を
無
料
で
お
手

伝
い
し
ま
す
。

問
埼
玉
県
労
働
委
員
会
事
務
局

　

☎
０
４
８
‐
８
３
０
‐
６
４
６
５

　

12
月
31
日
現
在
で
、
工
業
統
計
調
査
を

行
い
ま
す
。
12
月
か
ら
１
月
に
か
け
て
調

査
員
が
お
伺
い
し
ま
す
。
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

問
情
報
統
計
課
☎
２
９
９
８
‐
９
０
３
６

　

平
成
24
年
度
埼
玉
県
地
価
調
査
「
価
格

一
覧
」
と
「
あ
ら
ま
し
」
の
閲
覧
を
行
い

ま
す
。

場 

市
役
所
２
階
開
発
指
導
課
、
同
１
階
市

政
情
報
セ
ン
タ
ー
、
ま
ち
づ
く
り
セ
ン

タ
ー
（
並
木
を
除
く
）

◎
平
成
24
年
度
地
価
調
査
価
格
は
県
・
土

職
場
で
の
ト
ラ
ブ
ル
解
決
を

労
働
委
員
会
が
お
手
伝
い
し
ま
す

製
造
事
業
所
の
皆
さ
ん
へ

工
業
統
計
調
査
に
ご
協
力
を
！

平
成
24
年
度
地
価
調
査
図
書
の
閲
覧

地
水
政
策
課
HP

（http://www.pref.
saitama.lg.jp/page/ch-2012.
html

）
で
も
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。

問
開
発
指
導
課
☎
２
９
９
８
‐
９
３
７
９

　

ご
意
見
の
あ
る
方
は
、
縦
覧
期
間
中
お

よ
び
１
月
29
日
㈫
ま
で
の
間
に
意
見
書
が

提
出
で
き
ま
す
。

縦 

覧
期
間　

平
成
24
年
12
月
14
日
㈮
〜
25

年
１
月
15
日
㈫
午
前
９
時
〜
午
後
４
時

30
分
（
土
・
日
曜
日
、
祝
休
日
、
年
末

年
始
を
除
く
）

場 

市
役
所
５
階
環
境
総
務
課

◎
県
HP

（http://www.pref.saitama.
lg.jp/site/asesu/

）
、
所
沢
図
書
館

本
館
で
も
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。

問 

環
境
総
務
課
☎
２
９
９
８
‐
９
１
３
３

　

ご
意
見
の
あ
る
市
民
お
よ
び
利
害
関
係

の
あ
る
方
は
、
縦
覧
期
間
中
に
意
見
書
を

提
出
で
き
ま
す
。

変
更
内
容　

所
沢
下
水
処
理
場
の
廃
止

縦
覧
期
間　

12
月
４
日
㈫
〜
17
日
㈪

場 

問
市
役
所
５
階
下
水
道
建
設
課

　

☎
２
９
９
８
‐
９
２
１
７

◆
所
沢
市
下
水
道
条
例
改
正
（
案
）

　

ご
意
見
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

問
下
水
道
総
務
課
☎
２
９
９
８
‐
９
２
１
３

新
座
都
市
計
画
事
業（
仮
称
）大
和
田
二
・

三
丁
目
地
区
土
地
区
画
整
理
事
業
に
係

る
環
境
影
響
評
価
調
査
計
画
書
の
縦
覧

都
市
計
画
下
水
道
変
更
案
の
縦
覧

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
の
結
果
を
公
表

　暴力団を排除する
ための活動を推進し、
市民生活の安全と平
穏を確保し、社会経
済活動の健全な発展
を目指すため、所沢
市暴力団排除条例が平成25年１月１日
から施行されます。
条 例の基本理念　▶暴力団を恐れない
▶暴力団に資金を提供しない▶暴力
団を利用しない▶暴力団と不適切な
関係をもたない
条 例の内容　▶市および市民・事業者
の責務▶市の事業における暴力団排
除▶青少年に対する暴力団排除に関
する教育など

問 防犯対策室☎２９９８-９０９０

所沢市暴力団排除条例
が施行

【情報館】●特にことわりのないものは12月３日㈪から申し込みを受け付けます。●費用等の記載がないものは無料です。

◆ファックスでの問い合わせを希望する方は、広報課（52994-0706）へファックスしてください。
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